
議第 29 号 

新市まちづくり計画（煌）の変更について 

新市まちづくり計画（煌）を変更することについて、市町村の合併の特例に関する法

律（昭和 40 年法律第６号）第５条第７項の規定により、議会の議決を求める。 

   平成 31 年２月 25 日提出 

                      下呂市長  服 部 秀 洋  

  提 案 理 由 

 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律（平成 23 年法律第

102 号）の一部改正により、地方債を起こすことのできる期間が「20 年間」とされたこ

とに伴い、新市まちづくり計画（煌）の一部を変更するもの。 











































【参考資料】 

新市まちづくり計画（煌）変更概要 

１．変更理由 

  東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部改正により、

合併特例債を起こすことができる期間が「15 年間」から「20 年間」に改められたこと

に伴い、新市まちづくり計画（煌）の期間を５年延長し、関係する箇所の変更を行い

ます。 

２．変更事項 

Ⅰ 序論 

１.合併の必要性 (３)南飛騨国際健康保養地構想の推進 

   ・岐阜県の行財政改革アクションプランにより構想を取りやめているため、「南飛

騨国際健康保養地構想」の表現を削除します。 

 ２.計画策定の方針 (３)計画の期間 

・計画の期間を、平成 16 年度から 35 年度までの 20 年間に改めます。 

Ⅱ 新市の概況 

 １.現況 (３)面積 

・国土地理院の公表面積に従い、851.21ｋ㎡に変更します。 

  ２.地域の特性と課題 (１)地域の特性 (３)課題 

   ・岐阜県の行財政改革アクションプランにより構想を取りやめているため、「南飛

騨国際健康保養地構想」の表現を削除します。 

Ⅲ 主要指標の見通し 

 １ 人口 (１)総人口 (２)年齢別人口 

  ２ 産業別就業人口 

・平成 27 年までを実績数値に置換え、2020 年(平成 32 年)及び 2023 年(平成 35

年)の推計数値を追加します。 



Ⅳ 基本構想（基本方針） 

  ２ 将来像 

  ３ 基本方針（施策の大綱） 

 ③健康・医療・福祉の整備・充実 ⑤地域資源を活かした産業振興 

  ４ 地域別整備の方針 ①萩原地域 ③下呂地域 

  ５ 主要プロジェクト 

 (３) 健康・医療・福祉の整備・充実 (５)地域資源を活かした産業振興 

   ・岐阜県の行財政改革アクションプランにより構想を取りやめているため、「南飛

騨国際健康保養地構想」、「南飛騨総合健康増進センター(仮称)」、「南飛騨総合

健康医療センター(仮称)」の表現を削除します。 

Ⅴ 基本計画（施策） 

１．施策の体系 

３．暮らしを支える都市基盤の整備 

   ・事業内容に農業集落排水施設、合併処理浄化槽を含んでいるため、「下水道」を

広義的な表現の「汚水」に変更します。 

  ２．自然環境の保全と自然と調和した生活環境の整備 

   ・下水処理計画区域は既に整備済であるため、「下水道未整備地域」を「整備しな

い地域」に変更します。 

  ３．暮らしを支える都市基盤の整備 (４)汚水処理施設の整備 

   ・下水処理計画区域は既に整備済であるため、「普及率」を「接続率」に変更しま

す。 

  ４．健康・医療・福祉の整備・充実 (１)健康づくりの推進 

  ５．教育・文化・交流活動の充実 

(４)文化活動の振興 (６)スポーツ・レクリエーション活動の充実 

  ６．地域の資源を活かした産業の振興 (２)林業の振興 (６)観光産業の振興 

   ・岐阜県の行財政改革アクションプランにより構想を取りやめているため、「南飛

騨国際健康保養地構想」、「南飛騨総合健康増進センター(仮称)」、「南飛騨総合



健康医療センター(仮称)」の表現を削除します。 

  ２．自然環境の保全と自然と調和した生活環境の整備 主な事業 

  ３．暮らしを支える都市基盤の整備 主な事業 

  ６．地域の資源を活かした産業の振興 主な事業 

   ・主な事業に掲げる主要事業のうち、県事業等に則した事業名を追加及び削除す

るとともに、適正な事業名に変更します。 

Ⅵ 岐阜県事業の推進 

  主要事業 

   ・主要事業に掲げる事業のうち、事業名を追加及び削除するとともに、適正な事

業名に変更します。 

Ⅷ 財政計画 

・平成 29 年度までを実績数値に置換え、推計期間を 2023 年度(平成 35 年度)まで

延長します。


